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特　集

　
令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
10
月
1

日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
り
ま

し
た
。
こ
の
イ
ン
ボ
イ
ス
（
適
格
請
求

書
）
と
は
、
取
引
に
か
か
る
消
費
税
額

が
正
確
に
記
載
さ
れ
た
請
求
書
・
領
収

書
等
の
こ
と
で
、
買
い
手
が
仕
入
税
額

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
イ
ン

ボ
イ
ス
の
保
存
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
で
き
る

の
は
、
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
」

と
し
て
登
録
し
た
事
業
者
の
み
で
、
免

税
事
業
者
が
発
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
な

る
た
め
に
は
、
国
税
庁
に
「
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
書
」
の
提

出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
詳
細
は

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
）
。

　
以
降
は
、
日
本
商
工
会
議
所
が
各
地

商
工
会
議
所
を
通
じ
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
実
態
つ
い
て
取
り
ま
と
め
た
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
を
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
前
に
免
税
事

業
者
で
あ
っ
た
事
業
者
の
う
ち
、
Ｂ
ｔ

ｏ
Ｂ
（
企
業
間
取
引
）
中
心
事
業
者
の

78.6
%
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
登
録

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
B
t
o
C
（
一
般

消
費
者
向
け
）
中
心
事
業
者
は
、
７
割

が
登
録
を
行
わ
ず
（
免
税
の
ま
ま
）
、

そ
の
理
由
と
し
て
は
「
取
引
先
か
ら
要

請
が
な
か
っ
た
」
が
最
多
の
41.3
％
を
占

め
ま
し
た
。

　
次
に
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
を
行
っ
て
い

な
い
免
税
事
業
者
の
う
ち
、
B
t
o
B

中
心
事
業
者
の
50.8
%
が
今
後
登
録
を
検

討
し
て
い
ま
す
が
、
B
t
o
C
中
心
事

業
者
の
72.7
％
は
今
後
も
申
請
を
行
わ
な

い
意
向
を
示
し
て
お
り
、
取
引
形
態
に

よ
っ
て
判
断
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　
免
税
事
業
者
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録

（
課
税
転
換
）
し
た
こ
と
を
契
機
に
価

格
交
渉
を
行
っ
た
事
業
者
の
う
ち
、
76.9

%
が
値
上
げ
を
実
現
し
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
半
分
の
事
業
所
が
消
費
税
相
当

程
度
の
値
上
げ
を
実
現
し
て
い
ま
す
。

　
他
方
で
、
価
格
交
渉
を
行
っ
て
い
な

い
事
業
所
は
、
理
由
と
し
て
「
価
格
交

渉
の
提
案
等
が
な
か
っ
た
か
ら
」
が
約

7
割
を
占
め
て
お
り
、
取
引
先
と
の
関

係
性
を
考
慮
し
た
判
断
や
取
引
慣
行
等

も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

２
割
特
例
（※）
の
提
供
状
況
に
つ
い
て

　
免
税
事
業
者
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録

（
課
税
転
換
）
し
た
事
業
者
の
68.6
％
が

２
割
特
例
を
適
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

２
割
特
例
を
適
用
し
た
事
業
者
の
92.0
%

が「
ス
ム
ー
ズ
に
消
費
税
申
告
で
き
た
」

と
回
答
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
免
税
事
業
者
か
ら
仕
入
等
を

行
う
本
則
課
税
事
業
者
は
43.7
％
で
、
そ

の
う
ち
57.6
％
は
仕
入
額
が
1
0
0
万
円

以
上
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
免

税
事
業
者
か
ら
の
今
後
の
仕
入
対
応
に

つ
い
て
尋
ね
る
と
、
取
引
価
格
や
仕
入

先
の
見
直
し
を
行
う
事
業
者
は
42.3
％
と

な
る
一
方
で
、
免
税
事
業
者
と
の
取
引

継
続
す
る
事
業
所
に
、
そ
の
理
由
と
尋

ね
る
と
、
「
代
替
と
な
る
取
引
先
は
い

な
い
」
が
最
多
と
な
り
ま
し
た
。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は
？

出典・引用「中小企業におけるインボイス制度等に関する実態調査結果　-日本商工会議所・東京商工会議所」
　　　　　国税庁「インボイス制度について」、政府広報オンライン「令和5年10月からインボイス制度が開始！」

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は
？

　２０２３年10月に導入されたインボイス制度。免税のまま事業を続けるか、課税転換して登録すべきか、未
だに判断に迷われている事業者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、日本商工会議所が実施した調
査結果から制度導入後の「登録状況」「取引への影響」「事務負担の変化」など、データで見える現状について
お伝えします。また、２０２６年度の税制改正で見直しが予定されている重要措置についても解説します。　
　　　　　　

【
中
小
企
業
に
お
け
る
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
等
に
関
す
る
実
態
調
査
結
果
】

○
調
査
対
象
：
各
地
商
工
会
議
所
の

　
　
　
　
　
　
会
員
企
業

○
回
答
事
業
者
数
：
２
７
１
０
者

○
調
査
期
間
：
２
０
２
５
年
６
月
２３
日

　
　
　
　
　
　
〜
７
月
３１
日

【参考】免税事業者等からの仕入に係る経過措置
　免税事業者等からの仕入について、２０２３年10月（制

度開始）～２０２６年９月末までは８割の仕入税額控除が認

められ、２０２６年10月～２０２９年９月末までは５割の

仕入税額控除が認められる措置。２０２９年９月末で終了予

定。

　令和８年の税制改正により、内容等が見直し予定（詳細は

Ｐ５）

【参考】２割特例（※）免税事業者がインボイス登録（課税転

換）した場合、納税額を売上税額の２割に軽減する措置。２０２

６年９月末で終了予定ですが、令和８年の税制改正により、内容

について見直し予定（詳細はＰ５）

【参考】
国税庁

「インボイス制
度について」

①
B
t
o
B
は「
約
8
割
」が
登
録
、

B
t
o
C
は「
約
7
割
」が
免
税
維
持

　

② 

課
税
転
換
後
の
変
化

　
「
価
格
交
渉
」
の
実
施
状
況
等

個人事業主における２割特例適用者の平均納税額

事業形態

納税額

個人事業主（n=221）

12.7万円


